
違反建築物の事務処理要綱

（平成１５年５月２８日決裁） 

 （目的） 

第１条 この要綱は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

及びこれに基づく命令並びに岐阜県建築基準条例（平成８年岐阜県条例第１０号。

以下「県条例」という。）の規定に違反した建築物及び建築物の敷地並びに工作物（以

下「違反建築物」という。）に係る違反の是正等に関し必要な事項を定めることによ

り、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。 

 （事務処理上の原則） 

第２条 違反建築物に関する事務においては、当該建築物の建築主、設計者、工事監

理者、当該建築物に関する工事の請負人（請負工事の下請人を含む。以下同じ。）若

しくは現場管理者又は当該違反建築物の所有者、管理者若しくは占有者（以下「違

反者等」という。）に対して、違反の事実を十分に認識させるとともに、現場の状況

を踏まえた是正指導等の必要な措置を講じなければならない。 

 （調査及び記録） 

第３条 違反建築物に関する投書若しくは通報があった場合又はパトロール等の巡回

中に違反建築物を発見した場合には、違反（建築物・工作物）調査表（様式第１号）

にその内容を記載するとともに、必要に応じて速やかに現地調査を行う。 

２ 現地調査に当たっては、法第１３条第１項に規定する建築監視員証又は立入検査

証を携帯するとともに、必要に応じて関係者の同行を要請する。 

３ 現地調査を行っても、なお違反の内容について不明確な事項がある場合には、違

反者等に対して法第１２条第５項の規定に基づく報告を求める。 

４ 違反建築物として摘発したものについては、様式第１号に是正指導の経過及び結

果を記録する。 

 （現場における措置及び是正指導） 

第４条 市長は、法第６条第１項による確認済証（以下「確認済証」という。）が交付

されている工事中の建築物に法第８９条第１項の規定による工事現場における確認

の表示（以下「確認の表示」という。）がない場合には、当該工事の施工者に対して

通知書（様式第２号）を交付して確認の表示を指示する。 

２ 市長は、確認済証が交付されているか否かが判明しない工事中の建築物に法第８

９条第１項の規定による確認の表示がない場合には、当該工事の建築主及び施工者



に対して通知書（様式第３号）を交付して確認の表示又は来庁を指示する。 

３ 市長は、確認済証が交付されていない場合又は違反建築物であることが明らかで

ある場合には、違反者等に対して通知書（様式第４号）を交付し、工事の施工を停

止させるとともに、来庁を指示する。 

４ 市長又は法第９条の２に規定する建築監視員（以下「建築監視員」という。）は、

緊急の必要があると認め、法第９条第７項の規定により仮の使用禁止又は使用制限

の命令をしようとする場合には、建築物の使用禁止（使用制限）の命令書（様式第

５号）を交付するとともに、必要に応じ使用禁止（様式第６号）の標識を現地に設

置する。 

５ 市長又は建築監視員は、緊急の必要があると認め、法第９条第１０項の規定によ

り工事施工停止の命令をしようとする場合には、工事施工停止の命令書（様式第７

号）を交付するとともに、必要に応じ工事停止（様式第８号）の標識を現地に設置

する。 

６ 違反者等が来庁した場合には、法第１２条第６項の規定により事情聴取を行い、

その結果を記録するとともに、必要に応じて同条第５項の規定により施工の状況又

は是正の計画に関する報告書の提出を求めて違反の是正を指導する。 

７ 違反の是正のための措置が完了した場合には、必要に応じて現地の確認を行うと

ともに、今後とも常時適法な状態に維持するように指導する。 

８ 是正措置の結果、当該建築物の敷地、構造、建築設備又は用途が確認済証の内容

と異なる場合（軽微なものを除く。）においては、法第６条第１項の規定により再度

確認申請をするよう指示する。 

 （命令及び意見の聴取等） 

第５条 市長は、建築監視員の口頭による指示及び是正指導にもかかわらず当該違反

が速やかに是正されない場合には、違反者等に対して是正勧告書（様式第９号）を

交付する。 

２ 市長は、是正勧告書を交付してもなお是正が行われないため、法第９条第１項の

規定により違反を是正するために必要な措置をとることを命令しようとする場合に

は、同条第２項の規定により、あらかじめ、是正措置命令通知書（様式第１０号）

を交付する。 

３ 市長は、法第９条第３項又は第８項の規定により、公開による意見の聴取を行う

ことの請求があった場合には、各務原市建築基準法に基づく意見の聴取規則（平成



１５年規則第１９号）により処理する。 

４ 市長は、前項の公開による意見の聴取の結果、命令しようとする措置が妥当であ

ると認められた場合若しくは法第９条第７項の規定により仮にした命令が不当でな

いと認められた場合又は意見の聴取の請求がなかった場合には、法第９条第１項の

規定により、是正命令書（様式第１１号）を交付する。 

５ 市長は、法第９条第１項の規定による命令をしようとする場合には、必要に応じ

て次条第１項の規定に基づき、関係事業者に対して電気又は水道の供給の保留を要

請する。 

６ 市長は、法第９条第１項又は第１０項の規定による是正命令書を交付した場合に

は、法第９条第１３項の規定により、建築基準法による命令の公告（様式第１２号）

の標識を設置するとともに、各務原市公告式条例（昭和３８年条例第２号）の手続

を行う。 

 （違反建築物等に係る電気又は水道の供給保留） 

第６条 市長は、電力事業者又は市水道部（以下「事業者」という。）に対して違反建

築物に係る電気又は水道の供給申込みに対する承諾の保留（以下「供給留保」とい

う。）を要請する場合には、電気（水道）供給の承諾保留の要請書（様式第１３号）

を送付する。 

２ 市長は、違反建築物が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなけ

れば、事業者に対して供給保留を要請してはならない。 

（１）当該建築物の使用が可能になることにより、将来にわたり違反状態が是正され

なくなることが見込まれること。 

（２）当該建築物が使用されていないこと。 

（３）供給申込みの承諾がなされていないこと。 

（４）法第９条第１項の規定による命令をする者に対するものであること。 

３ 市長は、事業者に対して供給保留を要請する場合には、法第９条第１項の規定に

より交付する是正命令書及び同条第１３項の規定により設置する命令の公告の標識

に供給保留を要請した旨を明記する。 

４ 市長は、緊急の必要があると認め、事業者に対して供給保留を要請する旨を予告

する場合には、電気（水道）供給の承諾保留の要請予告書（様式第１４号）を送付

する。 

５ 市長は、事業者により要請に基づく供給保留の措置がなされている場合には、事



業者に対して当該違反建築物に関する経過その他の情報を随時連絡調整を図る。 

６ 市長は、事業者により要請に基づく供給保留の措置がなされている場合で、是正

措置の結果、供給を保留する必要がなくなった場合には、事業者に対してその旨を

直ちに電話等で連絡するとともに、電気（水道）供給の承諾保留の要請解除通知書

（様式第１５号）を送付する。 

 （命令の解除） 

第７条 市長は、法第９条第１項、第７項又は第１０項の規定による命令をした場合

において、その命令を解除する必要があるときは、違反者等に対して違反建築物の

是正措置命令解除通知書（様式第１６号）を交付する。 

 （違反建築物の設計者等に対する措置） 

第８条 市長は、違反建築物の設計者、工事監理者又は工事の請負人等が市の指名業

者である場合には、建築指導課長を通じて、市関係部局に対して当該違反に関する

情報を通知する。 

２ 市長は、法第９条第１項又は第１０項の規定による命令をし、かつ、当該違反建

築物の設計者、工事監理者、工事の請負人等について、法第９条の３第１項の規定

により、これらの者を監督する国土交通大臣又は岐阜県知事に違反建築物の設計者

等の通知書（様式第１７号）を送付する。 

 （告発） 

第９条 市長又は建築監視員は、告発の必要があると認めたときは、違反建築物の告

発事務処理要領（昭和４６年１月２３日付け建設省住指発第２９号）及び違反建築

物の告発事務処理要領について（昭和４６年２月２日付け警察庁丁安第３７号）に

基づき、各務原警察署長に対してこれを行う。 

 （関係機関との連携） 

第１０条 市長は、違反建築物の是正等のための事務処理に際しては、県関係部局、

各務原市消防長、所轄消防署長その他の関係機関との密接な連携を図る。 

２ 建築監視員は、法第９条第７項の規定による仮の命令又は同条第１０項の規定に

よる命令をした場合には、速やかに市長にその旨を報告する。 

 （文書の交付及び送達） 

第１１条 第４条又は第５条の規定による通知書、勧告書又は命令書を交付するとき

は、原則として当該文書を直接相手方に手渡すとともに、受領書（様式第１８号）

を徴する。 



２ 前号に規定する文書の交付に際して直接相手に手渡すことができない場合には、

当該現場の見やすい場所に貼付し、写真撮影をしておくとともに、必要に応じて配

達証明郵便により送付する。 

 （違反工作物への準用） 

第１２条 法若しくはこれに基づく命令又は条例の規定に基づく許可に付した条件に

違反した工作物に係る違反是正等のための事務処理については、第２条から第１１

条まで及び第１３条の規定を準用する。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めのない事項については、法令その他関係規定の定めるとこ

ろにより処理するものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年６月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年２月１７日決裁） 

 この要綱は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準

法等の一部を改正する法律（平成１６年法律第６７号）の施行の日から施行する。 



様式第１号（その１）（第３条関係）

違反（建築物・工作物）調査表

保存期間  年
  年  月
    まで

決  裁  欄

受付日時

     年  月  日

午前・午後   時  分

通

報

者

 住所 
来庁・電話・その他

     （     ）

 氏名           ℡    –  – 受付者氏名

内

容

当初調査年月日 年  月  日 調査員氏名

建築主 

住所・氏名                      ℡  -  -

 敷地の地名地番

 設計者 

住所・氏名

１級・２級・木 登録番号  （    ）登録第     号 ℡  -  -
 工事監理者

住所・氏名

１級・２級・木 登録番号  （    ）登録第     号 ℡  -  -
 工事請負人

住所・氏名

建設業 登録番号  （    ）  第      号 ℡  -  -
敷

地

概

要

都市計画の区分 市街化区域・市街化調整区域 法２２条地域 内・外

用途地域 防火地域 防火地域・準防火地域・指定無し

建

築

物

の

概

要

当

該

建

物

用  途 構  造 階  数

建築面積 ㎡ 延べ面積 ㎡ 工  程

既

設

建

物

用  途 構  造 階  数

建築面積 ㎡ 延べ面積 ㎡

建

築

物

全

体

敷地面積 ㎡ 道路幅員 ｍ 工事種別

建築面積 ㎡ 建ぺい率 ％ 許容建ペイ率 ％

延べ面積 ㎡ 容 積 率 ％ 許容容積率 ％

着工年月日 年   月   日

違

反

事

項

抵触法令条項 違 反 の 事 実



様式第１号（その２）（第３条関係）

年 月 日 指  導  内  容

当初調査日

 年 月 日

指導後の状況



様式第２号（第４条関係）

通   知   書

あ
な
た
が
、
工
事
中
の
建
築
物
に
、
建
築
基
準
法
第
八
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
「
確
認
の
表
示
」
を
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
表
示
を
し
な
い
場
合
に
は
、
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

年

月

日

各
務
原
市
都
市
建
設
部
建
築
指
導
課

工
事
施
工
者

様

各
務
原
市
那
加
桜
町
一
丁
目
六
十
九
番
地

電
話

〇
五
八
三
―
八
三
―
一
一
一
一

内
線



様式第３号（第４条関係）

通   知   書

本
建
築
物
が
、
建
築
基
準
法
に
よ
る
確
認
済
み
の
場
合
は
、
同
法
第
八
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
「
確
認
の
表
示
」
を
し
て
く
だ
さ
い
。

確
認
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

年

月

日
の

時
に
各
務
原
市
都
市
建
設
部
建
築
指
導
課
ま
で
来
庁
願
い
ま
す
。

年

月

日

建

築

主

様

各
務
原
市
都
市
建
設
部
建
築
指
導
課

工
事
施
工
者

様

各
務
原
市
那
加
桜
町
一
丁
目
六
十
九
番
地

電
話

〇
五
八
三
―
八
三
―
一
一
一
一

内
線



様式第４号（第４条関係）

通   知   書

本
建
築
物
は
、
建
築
基
準
法
に
違
反
し
て
い
る
の
で
、
直
ち
に
工
事

の
施
工
を
停
止
す
る
と
と
も
に
、

年

月

日
の

時

分
に
各
務
原
市
都
市
建
設
部
建
築
指
導
課
ま
で
来
庁

願
い
ま
す
。

年

月

日

建

築

主

様

各
務
原
市
都
市
建
設
部
建
築
指
導
課

工
事
施
工
者

様

各
務
原
市
那
加
桜
町
一
丁
目
六
十
九
番
地

電
話

〇
五
八
三
―
八
三
―
一
一
一
一

内
線



様式第５号（第４条関係）

建築物の使用禁止（使用制限）の命令書

                                     第    号

                                    年  月  日

 住 所

 氏 名           様

                           各務原市長         印

  次の建築物は、建築基準法に違反しているので、同条第９条第７項の規定により、違反が是 

正されるまでの期間、建築物の使用禁止（使用制限）を仮に命令します。

 １ 建築物の位置

    岐阜県各務原市

 ２ 建築物の表示

    用 途

    構 造

 ３ 使用禁止（使用制限）の理由

（教示）

 この通知書の交付を受けたものは、建築基準法第９条第８項の規定に基づき、その交付を受けた

日から３日以内に特定行政庁（各務原市長）に対して公開による意見の聴取を行うことを請求する

ことができます。                  （担当課：都市建設部建築指導課）



様式第６号（第４条関係）

本
建
築
物
は
、
建
築
基
準
法
に
違
反
し
て
い
る
た
め
、

使

用

禁

止

年

月

日

各
務
原
市
都
市
建
設
部
建
築
指
導
課

（
注
）
こ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
建
築
基
準
法
の
規
定
に
よ
り
、

相
当
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。



様式第７号（第４条関係）

工事施工停止の命令書

                                     第    号

                                    年  月  日

 住 所

 氏 名           様

                         各務原市長          印

  次の建築物は、建築基準法に違反しているので、同法第９条第１０項の規定により、違反が 

是正されるまでの期間、工事の施工の停止を命令します。

 １ 建築物の位置

    岐阜県各務原市

 ２ 建築物の表示

    用 途

    構 造

 ３ 建築主の住所･氏名

    住 所

    氏 名

 ４ 工事施工者の住所・氏名

    住 所

    氏 名

 ５ 工事施工停止の理由

 （教示）
１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内

に、建築基準法第９４条第１項の規定により各務原市建築審査会に対して審査請求をすることがで
きます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この
処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、各務
原市を被告として（訴訟において各務原市を代表する者は、各務原市長となります。）、処分の取消
しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを
提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に
対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起
することができます。



様式第８号（第４条関係）

本
建
築
物
は
、
建
築
基
準
法
に
違
反
し
て
い
る
た
め
、

工

事

停

止

年

月

日

各
務
原
市
都
市
建
設
部
建
築
指
導
課

（
注
）
こ
れ
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
建
築
基
準
法
の
規
定
に
よ
り
、

相
当
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。



様式第９号（第５条関係）

是正勧告書

                                     第    号

                                    年  月  日

 住所

 氏名         様

                          各務原市長          印

 次の建築物は、建築基準法の規定に適合しないので是正するよう既に指示したところですが、

 いまだに是正されていないので直ちに是正の措置をとるように勧告します。

 なお、この勧告に従わない場合は、建築基準法の規定による措置を講ずることがありますので

申し添えます。

 １ 建築物の位置

    岐阜県各務原市

 ２ 違反内容（条項）

 ３ 勧告する措置



様式第１０号（第５条関係）

是正措置命令通知書

                                     第    号

                                    年  月  日

 住 所

 氏 名           様

                          各務原市長          印

 次の建築物は、建築基準法に違反しているので、同法第９条第１項の規定により、当該建築 

物の違反を是正するための措置を講ずることになりますから、同条第２項の規定によりあらかじ 

め通知します。

 １ 建築物の位置

   岐阜県各務原市

 ２ 建築物の表示

    用 途

    構 造

 ３ 命じようとする措置

 ４ 措置を決定した理由

 （教示）

  この通知書の交付を受けたものは、建築基準法第９条第３項の規定に基づき、その交付を受

けた日から３日以内に特定行政庁（各務原市）に対して公開による意見の聴取を行うことを請

求することができます。                 （担当：都市建設部建築指導課）



様式第１１号（第５条関係）

是正命令書

                                     第    号

                                    年  月  日

 住 所

 氏 名          様

                          各務原市長          印

 次の建築物は、建築基準法に違反しているので、同法第９条第１項の規定により、当該建築 

物の違反を是正するための必要な措置を命令します。

 １ 建築物の位置

    岐阜県各務原市

 ２ 建築物の表示

    用 途

    構 造

 ３ 命令する措置

 ４ 措置を決定した理由

 （教示）

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内
に、建築基準法第９４条第１項の規定により各務原市建築審査会に対して審査請求をすることがで
きます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この
処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、各務
原市を被告として（訴訟において各務原市を代表する者は、各務原市長となります。）、処分の取消
しの訴えを提起することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
６か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを
提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に
対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起
することができます。



様式第１２号（第５条関係）

建 築 基 準 法 に よ る 命 令 の 公 告

 建築物の所在地

 命令を受けた者の氏名

 この建築物は、建築基準法に違反しているので、次の措置を命じます。

 （注１）この標識を毀棄したものは、公文書毀棄罪で罰せられます。

 （注２）この命令に違反して、この建築物の工事を行った者は罰せられます。

 （注３）この建築物は、行政代執行により取り壊されることがあります。

 （注４）電気･水道の供給を留保するよう電気事業者等に通知してあります。

 年  月  日

                特定行政庁 各務原市長      



様式第１３号（第６条関係）

電気（水道）供給の承諾保留の要請書

                                 第    号

                                年  月  日

            様

                      各務原市長          印

 次の建築物は建築基準法に違反しているので、電気（水道）の供給申込みに対する承

 諾の保留を要請します。

建築基準法第９条

に よ る 命 令 の 日
年  月  日

居住をしていない

ことを確認した日
年  月  日

建

築

物

所 在 地 岐阜県各務原市

構   造

規   模 造
地上     階

地下     階

延べ面積

㎡

用   途

建 

築

主

住   所
             電話（    ）   ―     

氏   名

（名称・氏名）

工

事

施

工

者

住   所
             電話（    ）   ―     

氏   名

（名称・氏名）

違 反 の 内 容

命令後における

特定行政庁の方針

事 前 通 知 日 付 年  月  日 方 法  予告書・口 頭

担 当 者

都市建設部建築指導課

             電話（    ）   ―    

担当係員         内線（    ）



様式第１４号（第６条関係）

電気（水道）供給の承諾保留の要請予告書

                                 第    号

                                年  月  日

            様

                      各務原市長          印

 次の建築物は建築基準法に違反しているので、電気（水道）の供給申込みに対する承

 諾の保留を要請する予定です。

建

築

物

所 在 地 岐阜県各務原市

構   造

規   模 造
地上     階

地下     階

延べ面積

㎡

用   途

建

築

主

住   所
             電話（    ）   ―     

氏   名

（名称・氏名）

工

事

施

工

者

住   所
             電話（    ）   ―     

氏   名

（名称・氏名）

担 当 者

都市建設部建築指導課

             電話（    ）   ―    

担当係員         内線（    ）



様式第１５号（第６条関係）

電気（水道）供給の承諾保留の要請解除通知書

                                 第    号

                                年  月  日

            様

                      各務原市長          印

 次の建築物は建築基準法違反が是正されたので、電気（水道）の供給申込みに対する

 承諾の保留を解除してください。

要   請   日 年  月  日 要 請 番 号 第    号

建

築

物

所 在 地 岐阜県各務原市

構   造

規   模 造
地上     階

地下     階

延べ面積

㎡

用   途

建 

築

主

住   所
             電話（    ）   ―     

氏   名

（名称・氏名）

是正措置完了日 年  月  日

是 正 の 概 要

備      考

担 当 者

都市建設部建築指導課

             電話（    ）   ―    

担当係員         内線（    ）



様式第１６号（第７条関係）

違反建築物の是正措置命令解除通知書

                                     第   号

                                   年  月  日

 住 所

 氏 名           様

                        各務原市長           印

 次の建築物について、    年  月  日付け     第    号により、違反を 

是正するための必要な措置を命令していたところですが、今般、当該建築物は、建築基準法の規 

定に適合したものと認めたので、これを解除します。

 １ 建築物の位置

    岐阜県各務原市

 ２ 建築物の表示

    用 途

    構 造



様式第１７号（その１）（第８条関係）

違反建築物の設計者等の通知書

                                    第    号

                                   年  月  日

 国土交通大臣

 岐阜県知事

                           各務原市長         印

 建築基準法第９条の３第１項の規定により、次のとおり、違反建築物に関与した設計者等を

 通知します。

 設計者 

住所・氏名

１級・２級・木 登録番号  （    ）登録第     号 電話（   ） ― 

 工事監理者

住所・氏名

１級・２級・木 登録番号  （    ）登録第     号 電話（   ） ― 

 工事請負人

住所・氏名

建設業 登録番号
 （    ）  第      号 電話（   ） ― 

 建築主 住所

     氏名                  電話（   ） ― 

 敷地の地名地番

敷

地

概

要

都市計画の区分 市街化区域・市街化調整区域 法２２条地域 内・外

用途地域 防火地域 防火地域・準防火地域・指定無し

建

築

物

の

概

要

当

該

建

物

用  途 構  造 階  数

建築面積 ㎡ 延べ面積 ㎡ 工  程

既

設

建

物

用  途 構  造 階  数

建築面積 ㎡ 延べ面積 ㎡

建

築

物

全

体

敷地面積 ㎡ 道路幅員 ｍ 工事種別

建築面積 ㎡ 建ぺい率 ％ 許容建ペイ率 ％

延べ面積 ㎡ 容 積 率 ％ 許容容積率 ％

着工年月日 年   月   日

建築確認 確認年月日   年  月  日  確認番号    第    号／なし

様



様式第１７号（その２）（第８条関係）

違

反

事

実

の

概

要

抵触法令条項 違 反 内 容

命

令

を

す

る

ま

で

の

経

緯

及

び

講

じ

た

措

置

年  月  日

 ＊添付書類

 １ 命令処理写し

 ２ 関係写真



様式第１８号（第１１条関係）

受領書

    年  月  日

 （宛先）各務原市長

 受 領 者 住 所

氏 名            印

     年  月  日付け    建第   号をもって、私あてに交付されました（建

 築基準法第９条第 項による）         を受領しました。


